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１．高齢者虐待防止法による定義 

ポイント
＊高齢者虐待とは、意図的であるか、非意図的であるかを問わず、高齢者の心身に傷を負わせ
　たり、基本的人権を侵害したりする行為のことをいいます。
＊高齢者虐待は、特別な家庭でのみ起きるのではありません。どこの家庭でも起こりうる問題
　です。

２．高齢者虐待の分類と内容 
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１．高齢者等からのサイン 

ポイント

【恵那市の高齢者虐待に関する相談窓口】 

＊“あれっ”、“おやっ”と感じたらまず相談。
＊一人で問題を抱え込まず、相談窓口につなぎます。
＊高齢者虐待に関する相談窓口は、恵那市地域包括支援センターです。

恵那市地域包括支援センター　TEL　26－6828

第２章　養護者による高齢者虐待への対応
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２．通報から支援までの流れ 

●養護者による高齢者虐待対応の手順（全体フロー図 1/2）

高齢者、養護者、虐待の発見者・発見した関係機関等

【相談・通報・届出の受付】 
【受付記録の作成】

関係機関
　窓口通報等

※受け付けた組織内の複数の職員で、対応が必要な可能性を判断

【虐待の疑いについて協議】

【初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議】

庁内関係部署、関係 
期間からの情報収集

関係機関、関係者等
からの情報収集

役割分担

【訪問による事実確認のための調査】
高齢者の安全、虐待が疑われる事実についての確認

情報の整理

【対応方針の決定】
総合的な対応方針、今後の対応や目標、役割分担と期限の決定

・やむを得ない事由による措置
・緊急ショートステイ
・面会制限 など

【成年後見制度の市町村長申立】

必要な場合は
適切に実施

対応方針に沿った対応の実施
高齢者の安全確保、追加的な情報収集の実施

【対応の実施状況及び虐待が解消したかどうかの確認】
・対応の実施状況（設定した目標に対して、誰が、どのように
　取り組んだか）及び確認した事実と日付
・目標及び対応方法の変更の必要性の有無
・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況
・養護者支援の必要性

⇒ 対応の終結／対応の継続／アセスメントや方針の見直し
　 についての検討

関係者
関係機関

虐待の疑いはないが、
地域包括支援センター
として相談を継続する
必要があると判断した
事例  

【虐待の疑いについて協議】

虐待が疑われる事実や権利侵害の
事実が確認されなかった場合

対応
依頼

対応
報告

コアメンバー会議
【虐待の有無の判断】
【緊急性の判断】 【深刻度の判断】

高齢福祉課 地域包括支援センター 関係機関 対応の結果

届出通報相談

虐待の疑いはないと 
判断した事例

・聞き取りのみ 
・情報提供・助言 
・他機関への取次 
・あっせん 

収集した情報が十分で
なく、虐待が疑われる
事実や高齢者の権利を
侵害する事実が確認
できていないため虐待
の有無が判断できない
場合

初
動
期
段
階

相
談
・
通
報
・
届
出
へ
の
対
応

事
実
確
認

虐
待
の
有
無
の
判
断
・
緊
急
性
の
判
断
・
対
応
方
針
の
決
定

初
動
期
段
階
評
価
会
議

・権利擁護対応
　（虐待対応を除く）
・包括的・継続的
　ケアマネジメント
　支援

・必要な情報収集項目（依頼項目）
・事実確認の方法と役割分担
・事実確認の期限（初回コアメンバー会議の開催日時）

【立入調査】
【高齢者の保護（権限行使含む）】

関係者
関係機関

養護者による高齢者虐待への対応 第２章
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●養護者による高齢者虐待対応の手順（全体フロー図 2/2）

【対応の実施状況及び虐待が解消したかどうかの確認】
・対応の実施状況（設定した目標に対して、誰が、どのように
取り組んだか）及び確認した事実と日付

・目標及び対応方法の変更の必要性の有無
・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況
⇒対応の終結／対応の継続／アセスメントや方針の見直し
　についての検討
※措置の廃止、面会制限の解除の検討を含む

【高齢者が安心して生活を送るための環境の整備状況の確認】
虐待対応として取り組む必要性についての検討

高齢福祉課

【情報収集と虐待発生要因・課題の整理】

【虐待対応方針・計画（案）の作成】
総合的な対応方針、課題や目標、役割分担と期限の設定、関与を

依頼する関係機関の選定

【虐待対応方針・計画に沿った対応の実施】
虐待の解消、高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けて必要な対応の実施

※必要に応じて措置や面会制限等の行政権限を行使

虐待対応として
取り組む必要が
ない場合 関係機関への関与

の引継 

・権利擁護対応
　（虐待対応を除く）
・包括的・継続的
　ケアマネジメン
　ト支援   

虐待対応として取り
組む必要がない場合

虐待が解消していない場合

虐待対応を継続

【虐待対応方針・計画の作成】
事前に作成して虐待対応方針・計画（案）の内容を協議・決定対

応
段
階

終
結
段
階

情
報
収
集
と
虐
待
発
生
要
因
・
課
題
の
整
理

対
応
段
階
の
評
価
会
議

虐
待
対
応
の
終
結

地域包括支援センター 関係機関 対応の結果

・虐待発生要因の明確化
・高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けた課題や
　ニーズの明確化

虐待発生の要因分析及び
虐待対応方針・計画の見
直し

※権限の行使および措置・面会制限解除要件等の検討
※養護者支援の必要性の検討

【高齢者の保護（権限行使含む）】
・やむを得ない事由による措置
・緊急ショートステイ
・面会制限 など
【成年後見制度の市町村長申立】

【立入調査】

現在の虐待対応方針・
計画の内容を継続しな
がら個別の課題や目標
設定を変更する

虐待が解消していない場合

虐待対応を継続

【虐待対応の終結】

第２章 養護者による高齢者虐待への対応
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３．具体的な対応方法 

○初動期対応と見極め 
ポイント

＊高齢者虐待が疑われる場合は、関係者による協議（コアメンバー会議）の上、直ちに緊急性
　の判断を行います。
＊緊急性が高くない場合は、介護サービス利用や地域での継続した見守りの体制を確保します。

第１ステップ：高齢者虐待の発見等（相談、連絡、通報） 

＜確認すべき情報の例＞ 
 ◇ 高齢者本人の状況 ：氏名、居所、連絡先、心身の状況、意思表示能力、要介護状態など 
 ◇ 虐待の状況    ：虐待の具体的な状況、程度、経過、通報者が感じる緊急性など 
 ◇ 虐待者・家族の状況：虐待者の氏名、居所、連絡先、心身の状況、高齢者との関係など 

第２ステップ：情報収集、事実確認、緊急性の判断 

【事実確認を行う際の留意事項】 

養護者による高齢者虐待への対応 第２章

－ 9－



【緊急性が高いと判断できる状況】

第２章 養護者による高齢者虐待への対応
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＜深刻度の区分＞ 

権利侵害行為によって高齢者の生命の危険や心身への重篤な影響、生活の危機的状
況が生じている。直ちに保護が必要な状態。

権利侵害行為によって高齢者の身体面、精神面などに重大な健康被害が生じている、
生活の継続に重大な支障が生じている。保護の検討が必要な状態。

権利侵害行為が繰り返されている、高齢者の心身への被害・影響や生活に支障が生
じている。

医療や福祉など専門機関による治療やケアなどの介入の検討が必要な状態。

４　（最重度）

３　（重度）

２　（中度）

１　（軽度）

第３ステップ：介入・支援

第２章養護者による高齢者虐待への対応
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【立入調査の留意事項】 
①身分証明書を携帯し、必要に応じて提示する。 
②予測される事態に備え、原則複数の職員で実施する。 
③施錠してドアを開けない場合に やドアを壊してまで立ち入ることが出来るとまでは解されてい 
 ません。それでは、調査の実施が困難であると予想される場合には、警察署長あてに援助の要請を 
 します。 

第２章 養護者による高齢者虐待への対応
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【介入拒否時の対応のポイント】 
１　本人や家族の思いを理解・受容する
・高齢者虐待の問題として家族を批判したり責めたりすることはせず、まずは本人や家族の思いを
　理解、受容する。家族を追い込まない。 
・「養護者＝加害者」と捉えるのではなく、養護者が抱えている悩みや困惑、疲労について、苦労を
　ねぎらいながら理解を示していく。これまで介護などでがんばってきたことを評価し、ねぎらう。
　（傾聴、共感） 

第２章養護者による高齢者虐待への対応
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・本人や家族の思いを理解・受容することによって信頼関係をつくり、何でも話しやすい関係性に
　結びつける。
２ 名目として他の目的を設定して介入する
・虐待のことで介入すると悟られることのないよう、名目としては違う目的を設定して介入する。
　たとえば介護保険の認定調査や配食サービス、調査（意識調査など）が考えられる。
３ 訪問や声かけによる関係づくり
・定期的に訪問したり、「近くを通りかかったので」といった理由や他の理由を見つけて訪問した
　り声かけを行う。
・訪問や声かけを通じて、時間はかかるが細く長くかかわることに配慮する。時に本人に会うこと
　ができたり、家族に連絡がとれたり、近隣から情報を聞けることがある。
４ 家族の困っていることから、段階をふみながら少しずつ対応の幅を広げる
・いきなり虐待の核心にふれるのではなく、家族の一番困っていることは何かを探り、それに対し
　て支援できることから順に対応していく。例えば介護保険のサービス提供などで家族の介護負担
　を軽減することから始めるなど。 
・養護者が困っている時が介入のチャンスであり、養護者の困難を支援するという視点でアプロー
　チすることが有効。   
５ 家族側のキーパーソンの発掘、協力関係の構築 
・本人の意思決定に影響を与えうる人を家族、親族などの中から探し出し、その協力を得て援助を
　展開する。
６ 主たる支援者の見極め 
・主たる支援者と本人・養護者の相性が良くない場合には、主たる支援者を変更したり、他の機
　関・関係者からアプローチしてもらうなどの方策も検討する。医師等との連携も視野に入れ対応
　を図る。 
７ 緊急性が高い場合は法的根拠により保護
・緊急性が高いと判断される場合には、法的根拠に基づく支援を行う。

第２章 養護者による高齢者虐待への対応
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第４ステップ：モニタリング、継続的な支援、フォローアップ 

ポイント
＊支援の最終的な目標は、家族関係の回復や生活の安定にあります。援助開始後も定期的なモニ
　タリングを行いながら継続的に関わって高齢者や養護者・家族の状況を再評価し、最終目標に
　つなげることが必要です。

第２章養護者による高齢者虐待への対応

－ 15 －



＊養介護施設という閉鎖的空間では、「介護する」「介護される」という関係の中で、不適切な関
　わりが日常化する危険性があるといわれています。
＊利用者をベッドや車いすに縛り付けるなどして身体の自由を奪う「身体拘束」は、原則として
　禁止されています。

１．相談・通報・届出 

２．相談窓口 

３．事実確認 

４．事実確認後の対応 

ポイント

第３章　養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応

第３章 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応
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その他

【確認のポイント】 
①高齢者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態であるか
　について、養介護施設全体において十分な検討や議論が行われ、共通認識が得られているか。
②拘束とされる対応以外の方法の有無について、十分かつ慎重な検討や議論が行われているか。
　また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われているか。
③緊急やむを得ず実施する拘束は、あくまで一時的なものであると認識し、常に解除に向けた意識を
　持って対応しているか。 
④高齢者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる
　限り詳細に説明し、十分な理解を得られているか。 
⑤実施にあたっては、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由
　の記録が作成されているか。

＜身体拘束の具体例＞
①一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、また皮膚をかきむしらないように、手指の機能を
　制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いす
　テーブルをつける。
⑥立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑦脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。
⑧他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

第３章養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応
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＊虐待の要因は、介護負担や介護ストレスと強い関連を示しています。
＊気づきの視点を身につけましょう ⇒ 「気になるサインチェックリスト」（P22）
＊高齢者虐待は、身近に起こりうる問題です。予防・防止していくためには、高齢者を取り巻く
　関係者の気づきが必要です。
＊高齢者虐待の発生を予防するためには、住民が高齢者虐待に関する正しい知識と理解を持ち、
　虐待を発生させない地域づくりを目指すことが重要です。

ポイント

１．発生の要因 

【高齢者虐待の発生要因】 

２．認知症への理解を深める 

第４章　高齢者虐待を未然に防ぐために

第４章高齢者虐待を未然に防ぐために
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３．高齢者虐待を防止する地域づくり 

４．高齢者虐待のサインに気づくためのポイント 

第４章 高齢者虐待を未然に防ぐために
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サ イ ン 例チェック欄

サ イ ン 例チェック欄

◆養護を著しく怠っていることを疑わせるサイン

◆心理的虐待を疑わせるサイン

かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる 
不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える 
身体を萎縮させる 
おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる 
食欲の変化が激しく、摂食障害（過食、拒食）がみられる 
自傷行為がみられる 
無力感、あきらめ、なげやりな様子になる 

◆性的虐待を疑わせるサイン

不自然な歩行や座位を保つことが困難になる 
肛門や性器からの出血やキズがみられる 
生殖器の痛み、かゆみを訴える 
人目を避け、多くの時間を一人で過ごすようになる 

サ イ ン 例チェック欄

サ イ ン 例チェック欄

身体に小さなキズが頻繁にみられる 
回復状態が様々な段階のキズ、あざ等がある 
太腿の内側や上腕部の内側、背中などにキズやみみずばれがみられる 
臀部や手のひら、背中等にやけど、やけど跡がある 
急におびえたり、恐ろしがったりする 
「怖いから家に帰りたくない」等の訴えがある 
キズやあざの説明のつじつまが合わない 
医師や保健・福祉の関係者に話すことや援助を受けることをためらう 
医師や保健・福祉の関係者に対する話の内容がしばしば変化する 

居室、住居が極めて非衛生的である、また、異臭を放っている 
部屋に衣類やおむつ等が散乱している 
汚れたままの下着や衣類を身につけるようになる 
寝具や衣服が汚れたままの場合が多い 
かなりの床ずれができている 
適度な食事が準備されていない 
不自然に空腹を訴える場面が増えてきている 
疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない 

気になるサインチェックリスト
◆身体的虐待を疑わせるサイン

第４章高齢者虐待を未然に防ぐために
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年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず、お金がないと訴える 
経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない 
お金があるのにサービス利用料や生活費の支払いができない 
預貯金が知らないうちに引き出された、通帳が盗られたと訴える 

高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる 
高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる 
他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる 
高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をする。 
経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金をかけようとしない 
高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する 
保健や福祉の担当者と会うことを嫌うようになる 

自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音などが聞こえる 
居室や住居の外にゴミがあふれ、異臭がしたり、虫がわいている状態である 
気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしば見られる 
近所づきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる 
家族と同居しているが、コンビニやスーパーなどで一人分のお弁当を頻繁に買っている 
郵便受けなどが一杯になっていたり、電気メーターが回っていない 

サ イ ン 例チェック欄

サ イ ン 例チェック欄

サ イ ン 例チェック欄

◆経済的虐待を疑わせるサイン

◆介護者の状況にみられるサイン

◆地域からのサイン

第４章 高齢者虐待を未然に防ぐために
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１．ネットワークの重要性 

２．関係機関・関係職種の役割 

第５章　恵那市高齢者虐待防止ネットワーク

第５章恵那市高齢者虐待防止ネットワーク
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＊高齢者虐待を防止していくためには、地域において日頃から適切な介護サービス等の提供が
　受けられるよう、ケアマネジメントの充実を図っていくことが大切です。

ポイント

１．介護支援専門員の果たす役割について 

２．モニタリングのポイント 

第６章　高齢者虐待防止のためのケアマネジメント

第６章高齢者虐待防止のためのケアマネジメント
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３．アセスメント結果をふまえた支援内容の考え方 

＊訪問等で養護者の話を聞き、家族が頑張っていることを支持する
＊居宅サービスを導入・増加する
　（特に通所サービス、ショートステイ利用により、介護を離れることができる時間をつくる）
＊同居の家族や別居の親族の間で、介護負担の調整を勧める
　（一時的な介護者交代や介護負担の分担など）
＊介護についての相談窓口、介護者家族の交流会などを紹介する

＊介護の知識・技術についての情報を提供する
＊在宅サービスを導入し、サービス提供の中で知識・技術を伝える  

＊家族に、認知症の症状や関わり方について説明・指導するとともに、相談窓口を紹介し、専門的な
　助言を受けるように勧める
＊服薬等により症状のコントロールが可能な場合があるので、専門医を紹介し、診断・治療につなぐ
＊日常生活自立支援事業、成年後見制度の活用を検討する    

＊医療機関や、担当課につなぐ
＊地域の民生委員等に見守りを依頼する
＊成年後見制度の活用を検討する   

＊対応策を地域包括支援センター、高齢福祉課と協議し、担当課につなぎ、連携して支援する
（生活保護や各種減免、児童虐待の対応について等） 

第６章 高齢者虐待防止のためのケアマネジメント
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